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保
険
業
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
案

新
旧
対
照
条
文

○

保
険
業
法
施
行
令
（
平
成
七
年
政
令
第
四
百
二
十
五
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
親
金
融
機
関
等
及
び
子
金
融
機
関
等
の
範
囲
）

（
親
金
融
機
関
等
及
び
子
金
融
機
関
等
の
範
囲
）

第
十
三
条
の
八

法
第
百
条
の
二
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
者
は

第
十
三
条
の
八

法
第
百
条
の
二
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
者
は

、
次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

、
次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

２

法
第
百
条
の
二
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
金
融
業
を
行
う
者

２

法
第
百
条
の
二
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
金
融
業
を
行
う

は
、
次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

者
は
、
次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

一
～
十
三

（
略
）

一
～
十
三

（
略
）

３

法
第
百
条
の
二
の
二
第
四
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
者
は
、
次
に
掲
げ

３

法
第
百
条
の
二
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
者
は
、
次
に
掲

る
者
と
す
る
。

げ
る
者
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

４

法
第
百
条
の
二
の
二
第
四
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
金
融
業
を
行
う
者

４

法
第
百
条
の
二
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
金
融
業
を
行
う
者

は
、
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
及
び
第
十
号
か
ら
第
十
三
号
ま
で
に
掲

は
、
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
及
び
第
十
号
か
ら
第
十
三
号
ま
で
に
掲

げ
る
者
と
す
る
。

げ
る
者
と
す
る
。

（
生
命
保
険
募
集
人
に
係
る
制
限
が
適
用
さ
れ
な
い
場
合
）

（
生
命
保
険
募
集
人
に
係
る
制
限
が
適
用
さ
れ
な
い
場
合
）

第
四
十
条

法
第
二
百
八
十
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
場
合
は
、

第
四
十
条

法
第
二
百
八
十
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
場
合
は
、

次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
（
当
該
生
命
保
険
募

次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。



2

集
人
が
法
人
（
法
人
で
な
い
社
団
又
は
財
団
で
代
表
者
又
は
管
理
人
の
定
め
の

あ
る
も
の
を
含
む
。
）
で
あ
っ
て
各
事
業
年
度
に
お
け
る
所
属
保
険
会
社
等
か

ら
保
険
募
集
の
業
務
（
法
第
二
百
九
十
四
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
保
険
募

集
の
業
務
を
い
う
。
）
に
関
し
て
受
領
し
た
手
数
料
、
報
酬
そ
の
他
の
対
価
の

額
が
内
閣
府
令
で
定
め
る
額
以
上
で
あ
る
こ
と
そ
の
他
内
閣
府
令
で
定
め
る
要

件
に
該
当
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
い
ず
れ
か
に

該
当
し
、
か
つ
、
当
該
生
命
保
険
募
集
人
が
、
内
閣
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
法
第
二
百
九
十
四
条
の
四
各
号
に
掲
げ
る
措
置
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て

内
閣
府
令
で
定
め
る
措
置
を
講
ず
る
場
合
）
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

（
保
証
金
の
額
）

（
保
証
金
の
額
）

第
四
十
一
条

法
第
二
百
九
十
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
保
証
金

第
四
十
一
条

法
第
二
百
九
十
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
保
証
金

の
額
は
、
千
万
円
と
す
る
。
た
だ
し
、
保
険
仲
立
人
の
最
初
の
事
業
年
度
終
了

の
額
は
、
二
千
万
円
と
す
る
。
た
だ
し
、
保
険
仲
立
人
の
最
初
の
事
業
年
度
終

の
日
後
三
月
を
経
過
し
た
日
以
後
に
お
い
て
は
、
当
該
保
険
仲
立
人
の
各
事
業

了
の
日
後
三
月
を
経
過
し
た
日
以
後
に
お
い
て
は
、
当
該
保
険
仲
立
人
の
各
事

年
度
開
始
の
日
以
後
三
月
を
経
過
し
た
日
（
次
条
及
び
第
四
十
四
条
に
お
い
て

業
年
度
開
始
の
日
以
後
三
月
を
経
過
し
た
日
（
次
条
及
び
第
四
十
四
条
に
お
い

「
改
定
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
当
該
各
事
業
年
度
終
了
の
日
後
三
月
を
経
過
す

て
「
改
定
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
当
該
各
事
業
年
度
終
了
の
日
後
三
月
を
経
過

る
日
ま
で
の
期
間
を
対
象
と
す
る
保
証
金
の
額
は
、
当
該
各
事
業
年
度
開
始
の

す
る
日
ま
で
の
期
間
を
対
象
と
す
る
保
証
金
の
額
は
、
当
該
各
事
業
年
度
開
始

日
の
前
日
ま
で
の
過
去
三
年
間
に
当
該
保
険
仲
立
人
が
保
険
契
約
の
締
結
の
媒

の
日
の
前
日
ま
で
の
過
去
三
年
間
に
当
該
保
険
仲
立
人
が
保
険
契
約
の
締
結
の

介
に
関
し
て
受
領
し
た
手
数
料
、
報
酬
そ
の
他
の
対
価
を
合
計
し
た
金
額
（
当

媒
介
に
関
し
て
受
領
し
た
手
数
料
、
報
酬
そ
の
他
の
対
価
を
合
計
し
た
金
額
（

該
金
額
が
千
万
円
に
満
た
な
い
場
合
は
千
万
円
と
し
、
当
該
金
額
が
八
億
円
を

当
該
金
額
が
二
千
万
円
に
満
た
な
い
場
合
は
二
千
万
円
と
し
、
当
該
金
額
が
八

超
え
る
場
合
は
八
億
円
と
す
る
。
）
に
相
当
す
る
額
と
す
る
。

億
円
を
超
え
る
場
合
は
八
億
円
と
す
る
。
）
に
相
当
す
る
額
と
す
る
。
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（
保
証
金
の
一
部
に
代
わ
る
保
険
仲
立
人
賠
償
責
任
保
険
契
約
の
内
容
等
）

（
保
証
金
の
一
部
に
代
わ
る
保
険
仲
立
人
賠
償
責
任
保
険
契
約
の
内
容
等
）

第
四
十
四
条

保
険
仲
立
人
は
、
法
第
二
百
九
十
二
条
第
一
項
の
保
険
仲
立
人
賠

第
四
十
四
条

保
険
仲
立
人
は
、
法
第
二
百
九
十
二
条
第
一
項
の
保
険
仲
立
人
賠

償
責
任
保
険
契
約
（
次
項
に
お
い
て
「
賠
責
保
険
契
約
」
と
い
う
。
）
を
締
結

償
責
任
保
険
契
約
（
次
項
に
お
い
て
「
賠
責
保
険
契
約
」
と
い
う
。
）
を
締
結

す
る
場
合
に
は
、
損
害
保
険
会
社
そ
の
他
内
閣
府
令
で
定
め
る
者
を
相
手
方
と

す
る
場
合
に
は
、
損
害
保
険
会
社
そ
の
他
内
閣
府
令
で
定
め
る
者
を
相
手
方
と

し
、
そ
の
内
容
を
次
に
掲
げ
る
要
件
に
適
合
す
る
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

し
、
そ
の
内
容
を
次
に
掲
げ
る
要
件
に
適
合
す
る
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

い
。

一

保
険
仲
立
人
に
保
険
契
約
の
締
結
の
媒
介
に
関
し
て
生
じ
た
損
害
の
賠
償

一

保
険
仲
立
人
に
保
険
契
約
の
締
結
の
媒
介
に
関
し
て
生
じ
た
損
害
の
賠
償

の
責
任
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
損
害
の
う
ち
一
定
の
事
由
に
よ

の
責
任
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
損
害
の
う
ち
一
定
の
事
由
に
よ

る
も
の
を
当
該
保
険
仲
立
人
が
賠
償
す
る
こ
と
に
よ
り
生
ず
る
損
失
（
次
号

る
も
の
を
当
該
保
険
仲
立
人
が
賠
償
す
る
こ
と
に
よ
り
生
ず
る
損
失
（
次
号

に
お
い
て
「
一
定
の
事
由
に
よ
る
損
失
」
と
い
う
。
）
が
塡
補
さ
れ
る
も
の

に
お
い
て
「
一
定
の
事
由
に
よ
る
損
失
」
と
い
う
。
）
が
て
ん
補
さ
れ
る
も

で
あ
る
こ
と
。

の
で
あ
る
こ
と
。

二

一
定
の
事
由
に
よ
る
損
失
の
額
が
一
定
の
金
額
を
超
え
る
場
合
に
限
り
そ

二

一
定
の
事
由
に
よ
る
損
失
の
額
が
一
定
の
金
額
を
超
え
る
場
合
に
限
り
そ

の
超
え
る
部
分
の
額
に
つ
き
損
失
が
塡
補
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、

の
超
え
る
部
分
の
額
に
つ
き
損
失
が
て
ん
補
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は

当
該
一
定
の
金
額
が
、
保
険
仲
立
人
の
業
務
の
状
況
及
び
保
険
契
約
者
等
の

、
当
該
一
定
の
金
額
が
、
保
険
仲
立
人
の
業
務
の
状
況
及
び
保
険
契
約
者
等

保
護
を
考
慮
し
て
金
融
庁
長
官
の
定
め
る
額
以
下
で
あ
る
こ
と
。

の
保
護
を
考
慮
し
て
金
融
庁
長
官
の
定
め
る
額
以
下
で
あ
る
こ
と
。

三
～
五

（
略
）

三
～
五

（
略
）

２

前
項
の
賠
責
保
険
契
約
を
締
結
し
た
保
険
仲
立
人
が
法
第
二
百
九
十
一
条
第

２

前
項
の
賠
責
保
険
契
約
を
締
結
し
た
保
険
仲
立
人
が
法
第
二
百
九
十
一
条
第

一
項
の
保
証
金
の
一
部
の
供
託
を
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
額
と
し
て
内
閣
総
理

一
項
の
保
証
金
の
一
部
の
供
託
を
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
額
と
し
て
内
閣
総
理

大
臣
が
承
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
額
は
、
当
該
保
証
金
の
額
か
ら
千
万
円
を
控

大
臣
が
承
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
額
は
、
当
該
保
証
金
の
額
か
ら
二
千
万
円
を

除
し
た
額
に
相
当
す
る
金
額
を
限
度
と
す
る
。

控
除
し
た
額
に
相
当
す
る
金
額
を
限
度
と
す
る
。


